
○
総
務
省
令
第
九
十
二
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
百
三
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
四
日

総
務
大
臣

村
上

誠
一
郎

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

附

則

（
法
附
則
第
八
条
の
三
の
四
第
一
項
の
当
該
他
の
法
人
）

第
二
条
の
六
の
四

法
附
則
第
八
条
の
三
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
認
定

［
新
設
］

特
別
事
業
再
編
事
業
者
が
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一

項
の
認
定
の
申
請
の
日
前
五
年
以
内
に
同
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
他
の
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
他
の
法
人
」
と
い
う
。
）
の
株
式
若
し
く
は
出
資
の
取
得
を
し
、
又
は
他
の
法
人
の
株
式
を
譲
り
受

け
、
こ
れ
を
そ
の
取
得
又
は
譲
受
け
の
日
以
後
引
き
続
き
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
同
日
以
後
継
続
し
て
当
該
他

の
法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
六
に
規
定
す
る
完
全
支
配
関
係
を
い

う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
で
あ
つ
て
、
事
業
再
編
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
六

年
財
務
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
）
に
従
つ
て
法
附
則
第
八
条
の
三
の
四
第
一
項
の
当
該
特
別
事
業
再
編

の
た
め
の
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
六
条
第
一
項
の
対
象
法
人
等
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

第
二
条
の
六
の
五

政
令
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法

［
新
設
］

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
認
定
に
係
る
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
内
閣
府
・
総
務
省
・

財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

第
十
七
条
第
一
項
の
申
請
書
（
同
法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
変
更
の
認
定
に
係
る
同
令
第
十
九
条
第
二
項
の
申
請
書
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
申

請
書
」
と
い
う
。
）
の
写
し
及
び
当
該
認
定
申
請
書
に
係
る
同
令
第
十
八
条
第
一
項
の
認
定
書
（
当
該
変
更
の

認
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
認
定
に
係
る
同
令
第
十
九
条
第
五
項
の
認
定
書
を
含
む
。
）
の
写
し
、

同
令
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
確
認
申
請
書
の
写
し
及
び
同
条
第
四
項
の
確
認
書
の
写
し
並
び
に
同
令
第
四

十
一
条
の
二
第
一
項
の
確
認
申
請
書
の
写
し
及
び
同
条
第
三
項
の
確
認
書
の
写
し
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法

人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


